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議事日程 第１ 議事録署名委員の指名について 

第２ 令和２年度一般会計補正予算案（第 13号）について【議第２号】 

第３ 令和３年度一般会計当初予算案について【議第３号】 

第４ 別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

【議第４号】 

第５ 別府市教育部事務分掌規則の一部を改正する規則の一部改正につ

いて【議第５号】 

第６ 別府市教育委員会職員安全衛生規則の一部改正について 

【議第６号】 

第７ 別府市公民館条例施行規則の一部改正について【議第７号】 

第８ 別府市野口ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例施

行規則の一部改正について【議第８号】 

第９ 別府市教育委員会電気工作物保安規程の一部改正について 

【議第９号】 

第 10 別府市教育委員会後援及び共催の承認並びに別府市教育委員会教

育長賞の交付に関する事務取扱要領の制定について【議第 10号】 



 

報告事項 （1）寄附受納について【報告第１号】 

 

そ の 他 （1）別府市役所事務分掌条例の一部を改正する条例等の施行期日を定め

る規則の制定について 

（2）「別府市教育行政アクションプラン」作成にあたって 

 （3）３月定例教育委員会の開催日程について 
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◎ 開 会 

 

寺岡教育長 ただいまより令和３年２月の定例教育委員会を開会いたします。 

 

 

◎ 議事録署名委員の指名について 

 

寺岡教育長 議事日程第１、議事録署名委員の指名につきましては、本日は福島委員さ

んにお願いいたします。 

 

 

 

◎ 令和２年度一般会計補正予算案（第 13号）について 

 

寺岡教育長 それでは議事に入ります。議事日程第２、議第２号 令和２年度一般会計

補正予算案（第 13 号）につきまして、提案理由の説明をお願いいたしま

す。 

 

次長兼教育政策課長  それでは１ページをお開きください。議第２号につきましては、規定によ

り意見を求めるものであります。２ページ３ページが歳入、４ページから

８ページが歳出、９ページが繰越明許費ということで資料をつけておりま

す。 

では、教育政策課関係部分について、歳入歳出が双方関連しておりますの

で、歳出のほうで説明させていただきます。 

５ページをお開きください。0551小学校の運営に要する経費と、６ページ

の 0563 中学校の運営に要する経費について説明いたします。この２つに

つきましては、国の令和２年度第３次補正予算「感染症対策等の学校教育

活動支援事業」に伴う追加額になっております。補助対象は小学校中学校

で、対象となる経費は新型コロナウイルス感染症対策を強化するために必

要となる保健衛生用品等の購入経費になっております。保健衛生用品、消

毒やマスクなどの消耗品と、換気のためのサーキュレーターや CO2モニタ

ーなどの備品を購入する経費です。学校規模、これは児童数になりますが、

それに応じて、補助限度額が 40万円、60万円、80万円と定められており

まして、補助率は２分の１となっております。予算額はその倍額で要求を

しております。学校規模で算出しますと、小学校で 1,560万円、中学校で

880万円となります。この２分の１の 780万円と 440万円を歳入のほうで

計上しております。 

続きまして 0553小学校の施設整備に要する経費と、0566中学校の施設整

備に要する経費、両方とも減額補正を上げております。新型コロナウイル

スの影響等により実施できなかった工事等の減額となっております。学校

が休校になった影響により夏季休業日が短かったことから、夏休み期間中

に予定しておりましたトイレの洋式化等の工事ができなかったことや、不

議 事 録 
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要不急の事務事業につきましては、年度当初に予算が執行停止になりまし

て、その後も執行できなかった事業や工事予算の減額を行っているもので

す。 

続きまして、1349小学校の ICT環境整備に要する経費と 1350中学校の ICT

環境整備に要する経費の減額です。これにつきましては、今年度、児童生

徒用iPadを１人１台とタブレットを購入いたしました。それに合わせて、

小学校中学校全校に ICTの環境整備を行いましたが、入札差額を減額する

ものであります。 

次に 1204 中学校の統合に要する経費の減額補正です。別府西中学校の備

品購入費の予算額と契約額との差額を減額するものです。 

続きまして７ページ、0585幼稚園の運営に要する経費です。こちらは先程

も申しましたが、国の令和２年度第３次補正予算に伴う追加額になってお

ります。幼稚園におきましても、新型コロナウイルス感染症対策を実施し

つつ、新たな日常においても幼児を健やかに育むことができる環境整備の

ため、国の ICT 環境整備補助金を活用して、幼稚園 14 園の ICT の環境整

備を実施します。１園 100万円が限度額、補助割合が４分の３となってお

ります。具体的には、幼稚園 14 園の職員室に無線 LAN などタブレットを

インターネットに接続するための環境整備と、それぞれの幼稚園のタブレ

ットを購入となっております。続いて 0588 幼稚園の施設整備に要する経

費の減額です。こちらにつきましては、境川幼稚園ほか２園のトイレ洋式

化を予定しておりましたが、こちらも夏休み期間が短くなったために実施

できなかった予算の減額となっております。 

戻りまして、２ページ３ページの歳入の減額につきましては、歳出の減額

に伴い、国・県の補助金や交付金、それから事業債が減額になるために減

額補正を行うものと、先程歳出で説明いたしました国の令和２年度第３次

補正予算の補助金を追加要求しているものです。教育政策課につきまして

は以上でございます。 

 

学校教育課長 次に学校教育課関係部分についてご説明いたします。 

４ページをご覧ください。事業番号 1306 スクールサポートスタッフ活用

に要する経費 1,105 万９千円減額をしております。これは当初 15 名のス

クールサポートスタッフを７月から配置する予定でしたが、実際には９月

からの配置になりまして、人材の確保が難しかったため 11 名の配置とな

りました。その配置数の減に伴う減額補正です。次に 1356 学習指導員活

用に要する経費につきましても同様に配置数の減で、７月から 27 名の配

置予定に対して９月から 14名の配置となったため減額としております。 

このことに伴い、歳入のほうも減額になっております。２ページをご覧く

ださい。国庫の補助金につきまして、スクールサポートスタッフ活用事業

の補助金を 240万９千円減額、学習指導員につきましては 586万２千円の

減額となっております。県の補助金も同様にスクールサポートスタッフの

補助金 481万８千円、学習指導員につきましては 1,172万６千円を減額し

ております。 

次に４ページをお開きください。事業番号 1223 グローバル人材育成に要

する経費については、新型コロナウイルス感染症により、中学生大学キャ

ンパス体験留学等が未施行となりましたので、それに伴う減額として 291

万９千円を減額しております。このことに伴いまして、３ページの中学生
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大学キャンパス体験留学参加費、これが１人１万円で 30人の参加費 30万

円を減額しております。以上で学校教育課関係部分の説明を終わります。 

 

次長兼スポーツ健康課長 それではスポーツ健康課関係について歳出からご説明いたします。 

まず５ページをお開きください。0554 小学校の保健衛生に要する経費 521

万７千円と、次のページの 0567中学校の保健衛生に要する経費、この２つ

については、当初コロナ対策の事業ということで、国の補助金を使う予定

にしておりましたが、補助内容の変更等がありまして、減額をするもので

ございます。 

続きまして７ページ 0589 幼稚園の保健衛生に要する経費ということで需

用費として消耗品費を入れております。これは、国の令和２年度第３次補

正の中で、幼稚園の感染症対策支援事業に伴う追加補正ということで、消

毒液、マスク、石鹸などを購入するための予算を上げております。これは

減額ではなくて、今後使うということで計上しております。 

次に８ページをお開きください。こちらはスポーツの関係になりますが、

保健体育総務費の 1246 国際スポーツ大会事前キャンプ等の誘致に要する

経費 4,398万３千円です。まず旅費 28万７千円、これはロンドンのほうに

チェコとの MOU（基本合意書）を結ぶために行く予定の旅費が減額になり

ました。また、オリンピックの聖火リレーの実行委員会の負担金、チェコ

の事前合宿の負担金、さらに別府市オリンピックパラリンピック応援実行

委員会の負担金、これらがすべて執行停止になりましたので、すべて減額

ということになります。次に 0656体育施設管理運営に要する経費です。こ

れは委託料ですが、総合体育館の指定管理料、温水プールほか 15施設の指

定管理料、実相寺パークゴルフ場の指定管理料ですが、今年料金の改定が

あり、使用料が増額になったということで、その分指定管理料が減額でき

たものを上げております。指定管理業者にとっては特にマイナスにはなっ

ていなくて、指定管理料で減額をしてバランスを取ったというものになり

ます。次に 0657体育施設整備に要する経費です。まず測量設計等委託料の

執行停止、さらに工事請負費ということで、各種体育施設の整備工事費が

執行停止になりました。具体的には、旧ヨット艇庫の解体、ソフトボール

場の防球ネットの工事などがありまして、それらが停止になった関係で減

額となっております。次に 0667 小学校の給食施設整備に要する経費です。

当初境川小学校の屋根の工事をする予定でしたが、学校給食共同調理場の

建て替えということ、また大雨も降ったということで今回見送ったという

ことで、この金額が執行停止となっております。最後に、1334学校給食共

同調理場建設に要する経費ということで、こちらについては小学校プラッ

トフォーム設計委託を約２千万円上げていましたが、入札残ということで、

765万６千円余りましたので、こちらで減額しております。 

９ページをお開きください。国の第３次補正ということで年度を越えて執

行する繰越明許費を記載しております。 

それでは前に戻りまして、歳入についてご説明いたします。３ページです。

保健体育補助金ということで、地域活力づくり総合補助金が執行停止にな

りました。これはオリンピックパラリンピック実行委員会負担金を県から

もらう予定でしたが、減額になったので補正をしております。さらに、体

育施設整備事業債、体育施設除去事業債というのが、先程説明しました各

種工事にかかる分の歳入となります。以上でございます。 



 -  - 4 

 

社会教育課長 それでは社会教育課関係部分についてご説明いたします。 

歳出から説明いたします。７ページをお開きください。0612地区公民館施

設整備に要する経費、2,334 万９千円の減額補正です。内容は、北部地区

公民館なでしこ分館、こちらは平成 31年３月 31日付けで閉館をしており

ますが、その後、解体をしようとしたのですが予算の執行停止がありまし

たので、今回解体工事費につきまして減額補正をするものでございます。

次に 0941 少年自然の家に要する経費です。少年自然の家おじかについて

は、令和２年 10 月に一時休所しております。その関係で、施設維持管理

委託料 213万２千円の減額補正です。内容は、主に清掃業務が必要なくな

りましたので、この委託料を減額しております。続いて 1244 新図書館に

関しましては、後ほど担当参事より説明いたします。最後に 1050 湯けむ

り景観保全に要する経費です。これにつきましては、文化的景観保存事業

補助金、これは決算見込みによる減額補正 300万円を計上しております。 

それでは歳入をご説明いたします。２ページをお願いいたします。文化的

景観保護推進事業費補助金が 150万円の減額補正でございます。先程ご説

明いたしました湯けむり景観保全に要する経費 300万円の国の財源が２分

の１でございますので、150 万円の減額となります。続いて３ページの社

会教育債ですが、社会教育施設除却事業債につきましては、歳出でご説明

いたしました北部地区公民館なでしこ分館の解体工事の減額に伴う財源

である起債の 2,100万円を減額しております。 

 

社会教育課参事 続いて図書館等一体的整備に要する経費についてご説明いたします。 

７ページをお開きください。図書館に対しては年度初め執行停止になりま

したので、ハード整備に係る委託料と旅費を減額しております。 

10ページをお開きください。令和２年度令和３年度２か年の事業というこ

とで、債務負担行為を上げておりましたが、令和３年度分の債務負担額を

全額補正しております。以上が歳出です。 

歳入についてご説明いたします。３ページをお開きください。図書館等一

体的整備事業です。これも執行停止に伴い、財源として見込んでおりまし

た起債を減額補正するものです。以上です。 

 

次長兼教育政策課長  ９ページの繰越明許費の説明です。02小学校費の 0551小学校運営事業と、

03中学校費の 0563中学校運営事業、それから 04幼稚園費の 0585幼稚園

運営事業、これにつきましては、国の令和２年度第３次補正で、３月に補

正予算を上げるものですから、来年度執行するように繰越を上げるもので

す。それから 03中学校費 1204中学校統合事業の繰越につきましては、山

の手中学校と浜脇中学校が廃校になりますが、今、山の手中学校と浜脇中

学校に付けておりますエアコンを、他の小学校・中学校のほうに移設する

ための経費でございます。これにつきましても、今年度すべて終了できな

かったために、来年度に繰越するものです。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま各課長よりご説明がございました。これより質疑を行います。教

育委員の皆様、何かございますでしょうか。 

 

山 本 委 員 これは令和３年と書いておりますが、令和２年度の補正ということでよろ
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しいんですよね。コロナでいろいろと出来ないので減額があるということ

で、多分図書館などは、コロナ対策に費用を回すので執行停止するという

話を伺っておりましたが、これはトータルすると結局、補正で増額ではな

く減額のほうが多いということになるんですか。それか減額した分がどこ

かに増額されるとか、全体で見るとどういう流れになるんですか。 

 

教 育 部 長 例年も３月議会においては、その年度の入札等で下がった不用額がありま

すので、減額をしていくのですが、今年は今委員からご指摘がありました

ように、昨年４月の段階でコロナが拡大してきましたので、執行停止をし

て留保した財源があります。ただ、市税収入がかなり下がり、そこで相殺

されるような形になりますので、やはり減額が出ているということになり

ます。 

 

山 本 委 員 この補正予算全体で見ると、マイナスいくらの減額という数字は出ている

のですか。 

 

教 育 部 長 出ています。これは教育部だけを提示していますので、市全体で見たとき

に、一般会計で 12億 5,800万円の減額です。 

 

山 本 委 員 教育部分だけではどうですか。 

 

教 育 部 長 教育費でいくと、４億 3,416万５千円の減額ということになります。 

 

山 本 委 員 図書館も入っているのですか。 

 

教 育 部 長 はい、入っております。そして全体で先程言ったように 12 億 5,800 万円

という減額になっております。 

 

寺岡教育長 よろしいでしょうか。では、他に質疑等もないようでございますので、以

上で質疑を打ち切り、議第２号は原案に対し同意することにご異議ござい

ませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第２号は同意することに決定いたしま

した。 

 

 

 

◎ 令和３年度一般会計当初予算案について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第３、議第３号 令和３年度一般会計当初予算につきまして

の提案理由の説明をお願いいたします。 

 

次長兼教育政策課長 それでは 11 ページをお開きください。議第３号につきましては、規定に

より意見を求めるものです。 
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別冊の資料を使ってご説明いたします。表紙の事業概要のところに、教育

政策課、学校教育課、社会教育課の３課しか書かれておりませんが、これ

は４月以降機構改革により教育部がこの３課になるということで、当初予

算については、すでに新しい担当課で記載しております。ですが、現在の

担当課のほうから説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

それでは１ページをご覧ください。教育政策課の関係部分をご説明させて

いただきます。（３）所管重点施策、山の手小学校体育館大規模改修事業

です。小学校の施設整備に要する経費１億 7,919 万３千円でございます。

これにつきましては、老朽化した山の手小学校の体育館の大規模改修工事

になります。児童の安全安心確保のために、山の手小学校の屋内運動場の

大規模改修工事を行います。体育館の屋根、床の改修と、照明の LED化を

行い、教育環境の改善と充実を図るものであります。次に、ICT 教育環境

整備事業の小学校の ICT環境整備に要する経費と、中学校の ICT環境整備

に要する経費は、内容的には同じですので一緒に説明させていただきます。

ICT 教育環境整備事業の小学校については 1,579 万１千円、中学校につい

ては 850万３千円となっております。内容につきましては、今年度導入し

たタブレットの小学校中学校の児童生徒、教師の分の情報端末の補修委託

や、タブレットの故障や破損等により代替端末を購入する経費となってお

ります。教育政策課関係部分については以上でございます。 

 

学校教育課長 それでは学校教育課関係部分についてご説明いたします。まず、学校連絡

網システム活用事業です。これは災害発生時などの学校から保護者へ迅速

な連絡を行うための学校連絡網システムの開発を今年度進めてまいりま

した。これが３月に完成する予定です。来年度市内すべての幼・小・中学

校でこれを利用することになりますが、その利用に係るアカウント利用料

132 万円を計上しております。次に、校務支援システム活用事業です。こ

れは、来年度県内すべての小・中学校で同じ校務支援システムを導入する

予定です。別府市でもこれを導入いたしますので、その利用料を 536万円

計上しています。秋に導入可能になる予定で、そのタイミングで別府市も

導入したいと考えています。続きまして、スクールサポートスタッフ活用

事業です。市内の東山小中学校を除く 19 校に教員の業務を補助するスク

ールサポートスタッフを１名ずつ配置するものです。その報酬等 2,445万

３千円を計上しております。続いて学習指導員活用事業です。これについ

ては、授業の中でＴＴ（ティームティーチング）や家庭学習の点検、放課

後の補充指導など、学習指導によって教員を補助する学習指導員を、東山

小中学校を除く 19 校に 1 名ずつ配置したいと考えております。その報酬

等 3,079 万９千円を計上しております。続きまして、ICT 教育推進事業で

す。今年度ＧＩＧＡスクール構想に基づいて整備した１人１台端末の活用

に向けた事業として、2,816万円を計上しております。内訳としましては、

学校における ICT活用を支援する専門スタッフを各小・中学校に派遣する

ICT 支援員派遣に 605 万円。それから ICT 活用推進に係る支援委託、これ

に 220 万円。これは、ICT 活用推進計画の実行の支援、また、現在南小学

校をモデル校として授業改善を進めておりますが、その支援。また、セキ

ュリティポリシー等、来年度早い段階で策定したいと思っておりますので

その支援。また、AI型ドリルの導入に係る経費を 1,991万円計上しており
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ます。続きまして、学校いきいきプラン支援員配置事業です。これは、幼

稚園、小・中学校に特別支援教育支援員を配置し、個別のニーズに応じた

支援の充実を図るものです。今年度と同様の 48名の配置を予定しており、

その報酬等 7,700万８千円を計上しております。次に３ページです。公立

幼稚園の預かり保育事業です。市内幼稚園５園において平日最長 19 時ま

で、土曜日・長期休業中は８時から 19時までの預かり保育を実施します。

その支援員の報酬等に要する経費 3,975万３千円を計上しております。以

上でございます。 

 

総合教育センター所長 ２ページをご覧ください。不登校解消事業のスクールソーシャルワーカー

活用に要する経費として 1,151万３千円を計上しております。児童生徒の

環境改善を図るスクールソーシャルワーカーを１名増員し、地域全域担当

として、不登校の解消等増加する相談対応の充実に努めさせていただきた

いと思います。現在６中学校区を２名の地域全域担当スクールソーシャル

ワーカーが担当している状況でございますが、これにより、６中学校区を

３名で担当することになり、県から示されている１名につき２中学校区と

の方針が実現することになります。重点配置スクールソーシャルワーカー

を加え、４名体制にて子どもの支援に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。 

 

社会教育課長 それでは社会教育課担当部分についてご説明いたします。３ページをお願

いいたします。市民会館大ホール等改修事業です。２億 6,193万８千円計

上しております。これは別府市公会堂でございますが、平成 26 年度から

27年度にかけてリニューアル工事を実施しております。その際は、施設の

耐震化、及びバリアフリーの工事を実施いたしましたが、市民会館大ホー

ルの観客席等については現在非常に老朽化をしております。そこで今回、

防衛省の補助金を活用いたしまして、すべて改修をするものでございます。

なお、改修は 10 月からを予定しておりまして、別府市公会堂については

10 月より休館する予定でございます。続いて、教育魅力化事業です。333

万７千円を計上しております。これにつきましては、地域教育力活性化事

業を推進するため、今年度より中部中学校に統括コーディネーターを配置

し、また、中学校区の小学校に協育コーディネーターを配置しているとこ

ろでございますが、令和３年度も引き続きコーディネーターを配置して、

地域と学校の課題解決を協働して取り組むことを進めてまいります。最後

に、別府学創生事業です。241 万９千円を計上しております。これにつき

ましては、例年、別府学の教本を小学校・中学校向けに作成しております

が、それを小学校低学年、中学年、高学年、及び中学校に向けて各 1,000

部増刷をするための印刷製本費を計上しております。以上でございます。 

 

社会教育課参事 図書館等一体的整備事業についてご説明いたします。１億 4,654万円計上

しております。内容は、主には建物の設計、それから今年度もやっており

ますソフト事業、これを展開する経費になります。全体的には基本設計、

実施設計を来年度、再来年度の 2か年で行いますので、令和４年度の債務

負担も含めますと、総額２億 9,208万５千円という金額になります。財源

としては、国交省の補助金、そしてソフト事業には内閣府の交付金を充て

つつ、別府市の基金、これを充てる予定としています。令和３年４年が基
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本設計、実施設計、それから６年７年に建設工事に入りまして、令和７年

度中の開館を目指しています。以上でございます。 

 

次長兼スポーツ健康課長 それでは１ページをご覧ください。学校給食共同調理場建替事業１億

3,504 万６千円でございます。令和５年９月オープンに向けていよいよ実

施設計などを行うということで、これから大きな金額が執行されていくこ

ととなります。次に、子どもの健康促進事業です。小学校と中学校、さら

に幼稚園のフッ化物洗口ということで、来年度からいわゆるスポーツ健康

課の健康教育の係はすべて学校教育課に移動になります。学校医の先生方

の報酬、あるいは健康診断、さらにこのフッ化物洗口などの経費がこちら

となっておりまして、来年度からは学校教育課の方で担当していただくと

いうことになります。次に、部活動指導員配置事業 460 万８千円、こちら

はスポーツ推進に要する経費として計上しております。右側の事業概要に

ありますように、部活動というのは中学校で活発に行われておりますが、

働き方改革という視点で考えると、先生にとっての大きな負担になってい

るということなどを踏まえまして、10人分の指導者の報酬ということで計

上しております。現在、野球、バスケットボール、陸上競技など外部の指

導者に来ていただいておりますが、来年度は 10人分ということで拡充して

いきたいと考えております。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま各課長よりご説明がございました。これより質疑を行います。教

育委員の皆様、何かございますでしょうか。 

 

山 本 委 員 スクールサポートスタッフや学習指導員、特別支援教育支援員の方は、特

別な資格を有する方たちなのか、それとも採用に対して何か要望のような

ものがありますか。 

 

学校教育課長 それぞれ要綱を作って必要な資格等を定めております。スクールサポート

スタッフにつきましては、特に必要な資格はございません。主に事務的な

ところでやっていただいています。学習指導員につきましては、教育に携

わった経験がある方ですが、必ずしも教員免許を必要としておりません。

塾等で教えた経験があるなどそういった方も含まれております。特別支援

教育支援員につきましてもいくつか必要な資格がありまして、教員免許を

持っているという方もいらっしゃいますし、福祉関係の資格の方もいらっ

しゃいます。いくつかこういう資格を持った方という要件を定めておりま

す。 

 

山 本 委 員 市民会館大ホール改修ですが、あそこの名称ですけども、昔は中央公民館

と言っていましたけど、今は２階部分が別府市公会堂となっていて、今回

は別府市民会館となっていて、どういう呼称が正式なのですか。 

 

社会教育課長 正式には、あそこは３階建てになっておりまして、１階部分が中央公民館、

２階３階部分が別府市民会館というのが正式名称で、総称して別府市公会

堂となっております。ですから、別府市公会堂というのは条例上の正式名

称ではございません。 
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山 本 委 員 では、公会堂というと１階から３階までということですか。 

 

社会教育課長 そうですね、総称して公会堂ということになります。 

 

小 野 委 員 山の手小学校の体育館は、築何年くらいになりますか。 

 

教育政策課参事 昭和 56年のちょうど新耐震のときに建てられています。 

 

川 崎 委 員 教員の働き方改革の中で、企業等も含めて働き方改革については時間外勤

務等いろいろと言われていますけど、学校教育では将来的にどういう形に

していこうと考えているのかということと、それに伴って、部活動の指導

により教員が過酷な労働になっていることで、部活動指導員を 10 名導入

ということですが、今後どのように増やしていくのか等、その辺の長期的

なビジョンと言いますか計画というものはあるのでしょうか。 

 

学校教育課長 働き方改革につきましては、別府市は業務改善をどのように進めていくの

かという計画を作っておりまして、今年が３年目になるのですが、それに

沿って進めてきております。まず学校での会議の削減、または市教委等が

主催する研修等の精選、そういったことを行っています。また、今回予算

を計上しておりますこういったスタッフ等も厚くしたいと考えておりま

す。スクールサポートスタッフは、今年度当初４名配置の予定だったので

すが、国・県の補助をもらいながら東山を除くすべての学校に配置したい

と進めてまいりました。来年度は、ぜひ１校１人ずつ配置したいと考えて

おります。こういった教員以外のスタッフも活用しながら上手く教員の負

担を軽減したいと考えております。 

 

川 崎 委 員 目標として、時間外労働何時間など、明確にいつまでにこうします、とい

うことは出ているんですか。 

 

学校教育課長 今手元にございませんが、上限等は定めております。計画の中では、この

くらい時間外労働を削減したいというものは定めております。 

 

川 崎 委 員 例えば、民間では 80 時間を超えたら荷重労働で何か起こったらすぐ過労

死という形になって労災が下りるとか、決められて守らなければいけなか

ったり、建築関係だと、月に 45 時間が上限で、年間 360 時間というよう

に決められているのですが、教員に対してもそういうことは決められてい

るのですか。 

 

学校教育課長 上限については定めております。 

 

寺岡教育長 超勤についてはかなり厳しくマネジメントするように指導されておりま

す。それでも学校によっては超勤をするところがあって、かなり指導をし

ないといけないのですが、なかなか教育の部分は線を引きづらいところが

ありますね。 

 

教 育 部 長 先程学校教育課長が説明したとおりなのですが、いろんな手段、方法を使
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いながら長時間労働を改善していくということなんですけど、国も言って

いるとおり、別府市においてもいちばんは ICT の活用ということなので、

今回もタブレットを入れて、また先程説明したように AI アプリを入れる

ような予算を 2,000万円ほど上げております。また、大分県の統合型校務

支援システムで通知表の作成であるとか生徒の評価をそういったシステ

ムで行う。そういった感じで全体的に教育のデジタル化であったり、ICT

の活用であったりというところで改善していこうということが大きな方

針になっております。それとあと、部活動が根本的に改善されないと、そ

れがいちばん教員の負担になっているという話を聞きます。今度部活動指

導員を８名から 10 名に増やすのですが、本当はもっと増やしたいのです

が、なかなか指導をしていただける方が見つからないという、非常にそこ

がミスマッチと言いますか、仮に予算を上げても教えてくれる人材が見つ

からない。なかなか国が目指しているような制度に近づいていってないと

いうのが正直なところです。 

 

川 崎 委 員 逆に部活動自体を、外部のクラブとかありますよね、民間のクラブのよう

なところに完全に委託していって、部活自体を切り離すというような動き

というのはあるのですか。 

 

教 育 部 長 そういう動きを始めているところもありますし、だいぶ前に総合型地域ス

ポーツクラブという、本当はドイツとかをモデルにして、ということなん

ですけど、これはもう実態としてもなかなか進んでいない状況なので、欧

米のような地域スポーツというのはなかなか日本には根付かないという、

非常に苦しいところではあります。 

 

次長兼スポーツ健康課長 稲尾部長が申し上げたとおりで、総合型地域スポーツクラブというのはも

う 20年くらい前からやっていて、大分県内でみるとすごく温度差があるの

ですが、こないだＢ－リングスという大分県のプロ野球のチームができた

のですが、実はあれは総合型地域スポーツクラブなんです。大分県で３番

目くらいにできたクラブで、中にはそうやって草野球のチームだったのが

プロ野球のチーム推薦しようというクラブがあったり、大分市川添地区の

川添なのはなクラブという 6,000 人くらい会員がいる総合型地域スポーツ

クラブもあって、そういう意味では別府市はなかなか進んでいないなとい

う現実があります。スポーツをやりたいという人がいて、指導できる人が

いるのがいちばんいいのですが、やりたい人に対して指導できる人がなか

なかいないというのが現状なので、今の総合型地域スポーツクラブと併せ

まして、やはり来年度から市長部局になりますので、幅広い視点から、教

育の関係者だけではなく、いろんな人に協力していただいて作っていくの

が大事ではないかと考えております。 

 

学校教育課長 先程の上限の方針ですが、別府市においても１か月で 45 時間以内、１年

間で 360時間ということで民間と同じになっています。別府市立学校業務

改善計画というのを平成 30 年３月に策定しまして、これに沿って進めて

いっています。今お話に出ましたけど、この中には、会議の削減、それか

ら部活動の改善、これはガイドラインを定めて、平日は２時間以内、休日

も３時間、１週間の中に２日間は休みを取るといった部活が過熱しないよ
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うにこういったガイドラインを定めております。また、校務支援システム

の導入というのを目標にしていたのですが、これが来年度に実現するとい

うことになっております。 

 

山 本 委 員 ICT の活用で仕事が楽になるといいのですが、一方で、以前中部中学校の

授業を見に行ったときに、先生がパソコンで一生懸命資料を作っていて、

やはりそれに相当な労力を使うんだろうな、というふうに思ったんですけ

ど、その辺はやっぱり共通のツールを使うとかで解消されてくるのでしょ

うか。 

 

教 育 部 長 今まさに南小学校でモデル事業としてタブレットを先行配置してやって

いますけど、発想そのものを変えるというか、別に教員がタブレットを使

って教えるという発想ではなくて、子どもたちと一緒に学んでいくという

か、機器を渡しておけば子どもたちが操作できるというようなことを実際

やっています。南小の教員の方々は、以前は不安だ不安だと言っていたの

ですが、実際やってみたら、この前未来教育プロジェクト会議で発表して

いたのですが、全然違うんだということに気づいてきたということを言っ

ていました。あとは先程も申し上げましたが AI アプリを学校教育課が入

れていきますので、算数であるとかそういうところで活用していけば、か

なり教員の負担が減るのではないかと思います。 

 

学校教育課長 この ICTの使い方についてはこれから研究を進めていく必要があると思う

のですが、ひとつは AI 型ドリル、これまでは問題を数多く解いて、基本

的な定着というのを図っていたのですが、AI型ドリルを活用することによ

って、これまでよりも効率的にできないかというふうに考えております。

子どもたちが解いて間違った場合には、その間違った子どもに最適な問題

が表示されると。そしてだんだんレベルが上がっていけば、さらに高いレ

ベルの問題が表示され、その子どもたちの理解度を教師は一覧で見ること

ができる。つまずいている子どもには傍に行って支援することができる。

そういったものが学校に定着してきて、教師が使いこなす術を見つければ、

そこにかかる負担は軽減されると思います。 

 

山 本 委 員 それは例えば文部科学省がこういう AI 型アプリを使いなさい、と提示し

てくるのか、教科書みたいにいろんなところが開発していて、各教育委員

会でどれを採用するかというのを選んでいくのか、どういう方式になって

いるのですか。 

 

学校教育課長 これは今いろんな業者が開発しております。この半年間でもかなり大きな

動きがありまして、新しい業者が開発を始めたり、これまでとても高額で

あったドリルがかなり価格を落として、学校に導入できるレベルまで下げ

てきたところもあります。そういった中から最適なものを選んで導入した

いと考えております。 

 

山 本 委 員 そういうのも予算化されているのですか。 

 

教 育 部 長 資料の重点施策の一覧にもありますように、学校教育課関係は、スクール
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サポートスタッフ・学習指導員の活用、ICT 教育の推進等々、かなり予算

化できていると思います。 

 

寺岡教育長 よろしいでしょうか。コロナ禍や地震災害によって授業ができにくい状況

になったときに、この ICTというのが子どもたちにとってどういう活用法

があるかということを、教育委員の方々にご説明いただけますか。熊本市

の場合は、地震でほとんど授業ができなかったけれども、いち早く ICTを

取り入れて学習保障したと聞いているのですが、その辺はどうですか。 

 

学校教育課長 先程ご説明した AI 型のドリルであれば、インターネットに接続していれ

ば家庭でも使うことができますので、実際、熊本市等ではそういった活用

をしたと聞いております。ただ、すべての家庭に Wi-Fi環境があるという

わけではありませんので、Wi-Fi 環境がない子どもたちについては、その

子どもたちだけ学校に集まって学習するといったことも考える必要があ

ります。また、ZOOM等を使って教師と子どもが直接顔を合わせるというそ

ういった機会も必要になると思います。それについてはまた今後、どうい

ったやり方がいいのか、小学校低学年であれば自分で ZOOM のアカウント

に繋いでということがなかなか難しいと思いますので、検討が必要だと思

います。 

 

山 本 委 員 確認ですけど、AI型ドリルは今年の４月から使用することができるという

ことでよろしいでしょうか。 

 

学校教育課長 できるだけ早くに導入したい、それを目指したいと考えております。 

 

山 本 委 員 では４月にはまだちょっと難しいですか。 

 

学校教育課長 そこはまだはっきりしておりませんが、４月からの導入ができるだけの予

算は確保しております。 

 

寺岡教育長 その他はよろしいでしょうか。では、他に質疑等もないようでございます

ので、以上で質疑を打ち切り、議第３号は原案に対し同意することにご異

議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第３号は同意することに決定いたしま

した。 

 

 

 

◎ 別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第４、議第４号 別府市立学校の設置及び管理に関する条例

の一部改正につきまして、提案理由の説明をお願いいたします。 
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学校教育課参事 議第４号につきましては、規定により意見を求めるものでございます。 

13ページをご覧ください。預かり保育料に係る上限規定及び子ども・子育

て支援法による施設等利用費の支給がある場合の調整規定の関係を見直

すことに伴い、条例を改正しようとするものでございます。本来ならば、

幼児教育無償化が導入された際に見直しをし、改正が必要だったのですが、

来年度からとなっております。 

それでは 16 ページをご覧ください。別表第４の備考第３項を削り、同備

考第４項に「１月（月の初日から末日までの期間をいう。）」を加え、同項

を同備考第３項とし、同備考第５項を第４項とし、第６項を第５項と改正

いたします。詳しくはお手元にお配りしています資料の「別府市立幼稚園

の預かり保育料について」をご覧ください。１枚目は、現行の＜上限あり

＞について記載しています。８月の場合を説明いたします。表の一番上の

段が利用日数、２段目が預かり保育料、３段目が国から補助される支給限

度額、一番下がＡの預かり保育料からＢの支給限度額を引いた保護者負担

額となっております。利用日数が増えると保護者負担額が増えていくので

すが、17日以上利用すると市で定めた上限の１万円に達し、預かり保育料

は増加しません。そして、その１万円を限度としていますので、Ａ－Ｂの

一番下の保護者負担額ですが、Ｂの支給限度額が増えていくために負担額

が減っていくという現象が出てきます。23日以降はＢのほうが金額が大き

くなり、保護者負担額が０となります。左下のグラフを見ていただくと、

実線が保護者負担額ですので 17日から減少して 23日目から０になってい

るのがよく分かると思います。 

２枚目をご覧ください。こちらは＜上限なし＞の場合です。上限がなくな

りますと、利用日数に応じて預かり保育料が増えていき、保護者負担額も

それに応じて増えていきます。左下のグラフを見ると、保護者負担が増え

ていくことが分かると思います。このように上限をなくし、調整規定の関

係の見直しを実施したいと考えております。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま学校教育課参事より説明がございました。これより質疑を行いま

す。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

では、特に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切り、

議第４号は原案に対し同意することにご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第４号は同意することに決定いたしま

した。 

 

 

 

◎ 別府市教育部事務分掌規則の一部を改正する規則の一部改正について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第５、議第５号 別府市教育部事務分掌規則の一部を改正す

る規則の一部改正につきまして、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

次長兼教育政策課長 17ページをお願いいたします。議第５号につきましては、規定により議決
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を求めるものであります。 

18ページ 19ページが規則の改正案になっておりますが、20ページからの

新旧対照表で説明をさせていただきます。表の一番左が現行の事務分掌規

則となっております。真ん中が、昨年機構改革を行う予定で改正をした部

分になっております。そして昨年改正した規則を更に見直したものが一番

右の改正案になっております。既に真ん中の改正案につきましては、一度

議決をいただいておりますが、更に今年の４月１日からの機構改革につい

て一部内容が変わりましたので、またそれを改正しようとする規則案でご

ざいます。 

それでは、まず 20 ページの第２条、課、係等の設置についてです。こち

らにつきましては、教育政策課に、昨年の４月１日時点では「保健給食係」

「教育施設整備室」という新しい係が新設されることになっておりました

が、「保健給食係」を「学校給食係」に改めるために今回改正をするもの

であります。 

続きまして 22 ページをお願いいたします。昨年、保健給食係が所管する

事務の中に「学校保健に関すること。」というのがあったのですが、これ

につきましては、見直しの中で学校教育課が所管することになりましたの

で、教育政策課の学校給食係から「学校保健に関すること。」を削るもの

です。それから教育施設整備室に「別府西中学校の建設に関すること。」

というのがあったのですが、今年度に建設工事が完了いたしますので、こ

の項を削ります。 

続いて 24 ページをお願いいたします。先程教育政策課にあった「学校保

健に関すること。」これが学校教育課の安全支援係に追加されております。

以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま教育政策課長より説明がございました。これより質疑を行いま

す。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

では、特に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切り、

議第５号は原案に対し議決することにご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第５号は議決することに決定いたしま

した。 

 

 

 

◎ 別府市教育委員会職員安全衛生規則の一部改正について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第６、議第６号 別府市教育委員会職員安全衛生規則の一部

改正につきましての提案理由の説明をお願いいたします。 

 

次長兼教育政策課長 32ページをお開きください。議第６号につきましては、規定により議決を

求めるものであります。 

34ページをお開きください。この度の機構改革によりまして、学校給食共

同調理場の所管がスポーツ健康課から教育政策課に移管されますことか
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ら、これに伴い、規則の改正をするものです。左側が新しい規則、右側が

旧になっております。安全管理者等の設置箇所ということで、設置箇所は

学校給食共同調理場と各学校附設給食調理場、これは変わりありませんが、

安全管理者がスポーツ健康課長から教育政策課長に変わります。次に、安

全管理補助者ですが、各学校附設給食調理場はこれまでは学校教育課の指

導係長になっておりましたが、教育政策課の新設される学校給食係の係長

となります。最後に学校給食共同調理場の安全推進者ですが、これまでは

スポーツ健康課の健康教育係長でしたが、教育政策課の学校給食係長とな

ります。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま教育政策課長より説明がございました。これより質疑を行いま

す。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

では、特に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切り、

議第６号は原案に対し議決することにご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第６号は議決することに決定いたし

ました。 

 

 

 

◎ 別府市公民館条例施行規則の一部改正について 

◎ 別府市野口ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正

について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第７、議第７号 別府市公民館条例施行規則の一部改正につ

いてと、議事日程第８、議第８号 別府市野口ふれあい交流センターの設

置及び管理に関する条例施行規則の一部改正についてでございます。この

機構改革に関連する２議案につきまして、一括して説明をお願いいたしま

す。 

 

社会教育課長 35ページをお願いいたします。議第７号につきましては、規定により議決

を求めるものでございます。別府市公民館条例施行規則の一部改正につい

てと、38ページにございます別府市野口ふれあい交流センターの設置及び

管理に関する条例施行規則の一部改正についてですが、いずれも今回４月

１日からの機構改革に伴って、スポーツ健康課が市長部局に移り、これま

でスポーツ健康課が所管しておりました各地区公民館の体育館、体育室及

び野口ふれあい交流センターの体育館を、それぞれ公民館条例施行規則及

び野口ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則に、使

用料の減免部分を取り込むための改正でございます。 

それでは中身についてご説明いたします。37 ページをお願いいたします。

規則の新旧対照表を掲載しております。第４条の第２項第３号部分でござ

います。この部分で、これまで「社会教育団体が」となっていたところを

「社会教育関係団体及び社会体育団体」と改めます。また、「集会室」と

なっていたところを「集会室並びに別表第２に定める体育室」と改めます。 
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続きまして 38 ページをお願いいたします。議第８号につきましては、規

定により議決を求めるものでございます。 

40ページをお願いいたします。こちらも新旧対照表でございますが、第７

条の第１項第３号でございます。現行で「集会室」とありますが「集会室

並びに別表第２に定める体育室」と改正するものです。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま社会教育課長より説明がございました。これより質疑を行いま

す。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

よろしいでしょうか。では、特に質疑等もないようでございますので、以

上で質疑を打ち切り、議第７号及び議第８号は原案に対し議決することに

ご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第７号及び議第８号は議決することに

決定いたしました。 

 

 

 

◎ 別府市教育委員会電気工作物保安規定の一部改正について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第９、議第９号 別府市教育委員会電気工作物保安規定の一

部改正につきましての提案理由の説明をお願いいたします。 

 

教育政策課参事 それでは 41 ページをお願いいたします。議第９号につきましては、規定

により議決を求めるものでございます。 

43ページの新旧対照表で説明させていただきます。電気事業法による電気

工作物、いわゆるキュービクルの引込みの変更に伴うものでございます。

新旧対照表の（24）別府市美術館、この部分です。「九州電力株式会社の

207 ケ 13 カ号開閉器塔より当構内に引込みした」という部分が、「九州電

力株式会社の 210 タ 861 号柱より別府市大字別府字野口原 3030 番地１の

県有地内に引込みした」と改正いたします。この部分につきましては、次

の 44 ページの図面ですが、元々国道沿いにありました旧美術館、もう解

体してなくなっておりますが、この部分が今の美術館に移ったことによる

変更の保安規程の一部改正でございます。 

続きまして、もう一度 43ページに戻ります。（29）別府市立別府西中学校、

この部分は、今回新しく別府西中学校ができたことによりまして、新規に

改正で届出をしたものでございます。「九州電力株式会社の 213 キ 781 号

柱より当構内に引込みした引込線第１号柱に設置した気中開閉器の電源

接続点」という部分が新規になっております。44ページに図面がございま

すが、別府市西中学校の校舎屋上部分にキュービクルを設けて、右のほう

から引込んでいくという形の図面で届出をするものでございます。以上で

ございます。 

 

寺岡教育長 ただいま教育政策課参事より説明がございました。これより質疑を行いま

す。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
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では、特に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切り、

議第９号は原案に対し議決することにご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第９号は議決することに決定いたしま

した。 

 

 

 

◎ 別府市教育委員会後援及び共催の承認並びに別府市教育委員会教育長賞の交付に関

する事務取扱要領の制定について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第 10、議第 10 号 別府市教育委員会後援及び共催の承認並

びに別府市教育委員会教育長賞の交付に関する事務取扱要領の制定につ

きましての提案理由の説明をお願いいたします。 

 

次長兼教育政策課長 議第 10号につきましては、規定により議決を求めるものであります。 

46ページから取扱要領の案になっております。教育委員会には、毎年社会

教育団体や社会体育団体、NPO 法人などから共催や後援の申し込みがあり

ます。これにつきましては、申請書類を提出していただいて、その申請書

類を審査して承認する、しないということを決めておりましたが、これま

で市長部局の取扱要領に準じてやっていたのですが、今回、教育委員会に

新たに取扱要領を定めるものでございます。 

それでは、取扱要領の内容です。46ページをお願いします。第１条、趣旨

には「この要領は、団体が催す大会等に対し、教育委員会が行う後援及び

共催の承認並びに別府市教育委員会教育長賞の交付に関し、必要な事項を

定めるものとする。」とあります。それから第３条、こちらには、後援及

び共催の承認基準というのを定めております。アからサの 11 の基準をす

べて満たす大会等について後援及び共催の承認をするというものであり

ます。それから第４条、教育長賞の交付基準等というものがございます。

後援や共催というのは別府市教育委員会の名称をパンフレットなどに掲

載させてください、というような申し出が多いのですが、中には教育長賞

としてトロフィーや賞状、メダル等を進呈してほしいというような申し出

がありますので、そういった申し出に対する基準を定めるものになってお

ります。第５条が申請になります。ここからは申請の手続きや、申請内容

に変更があった場合は、その旨の書類を提出してください、教育長賞の交

付を受けたものには実績の報告を出してください、といったような事務手

続きのことを記載しております。51ページ以降につきましては、それぞれ

の申請書の様式を添付しております。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま教育政策課長より説明がございました。これより質疑を行いま

す。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。 

 

山 本 委 員 教育長賞というのは、後援や共催をした場合に、その行事を通じて誰かを

表彰するという制度なのですか。 
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次長兼教育政策課長 コンクールですとか各種の大会、スポーツ大会とかそういったものに、市

長賞や教育長賞、議長賞などよくあると思います。その賞に対するトロフ

ィーや盾などに、「第○回○○大会 別府市教育長賞」というような形で

進呈する、そういったものになります。 

 

寺岡教育長 その他はよろしいでしょうか。では、他に質疑等もないようでございます

ので、以上で質疑を打ち切り、議第 10 号は原案に対し議決することにご

異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようでございますので、議第 10 号は議決することに決定いたし

ました。 

 

 

 

◎ 報告事項（１） 

 

寺岡教育長 次に報告第１号 寄附受納についての説明をお願いいたします。 

 

学校教育課長 それでは資料の 57 ページをお開きください。寄附受納について、学校教

育課部分をご報告いたします。まず１番、生活協同組合コープおおいた様

より、絵本「ＣＯ２のりものずかん」14冊をいただいております。これは

市内の幼稚園 14 園に贈っております。続きまして２番から６番です。別

府市美術協会様より、令和２年度別府市美術展入賞作品５点、日本画・洋

画・工芸彫刻・書道・写真それぞれ１点を寄贈いただいております。今年

度は亀川小学校にいただきまして、令和２年 11月 27日に寄贈式を行いま

した。以上でございます。 

 

社会教育課長 それでは 58ページをお願いいたします。７番から 10番までは、御手洗賢

司様から、別府市美術館の充実及び市民の芸術文化振興のためということ

で、ご自身の絵画を４点寄贈いただいております。見積金額につきまして

は、４点で 163 万５千円となっております。次に 11 番です。小坂吉徳様

から、地区公民館設備の充実及び市民の有効活用のためということで、座

布団を 35 枚いただいております。12 番です。杉本惇様から「フェリペ２

世」他 86 冊の本をいただいております。これは別府市立図書館の充実及

び市民の文化振興のためということで、見積金額は 299,838円でございま

す。続いて 13番から 21番まで９点ございますが、浜田民生様から、これ

も別府市美術館の充実のためということで、浜田九一郎の絵画を９点いた

だいております。見積額の合計は 265 万円です。最後に 22 番です。一般

財団法人青少年交流振興協会から、青少年の健全育成と文化振興助成のた

めということで、絵本「日本神話」全 11 巻を４セットいただいておりま

す。見積金額は 96,800 円となっております。なお、お配りした資料にそ

れぞれの写真や図書の一覧等を掲載しております。以上でございます。 
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寺岡教育長 ただいま各課長より報告がございました。これより質疑を行います。教育

委員の皆様、何かございますでしょうか。 

 

福 島 委 員 寄附していただいて本は新品ですか。 

 

社会教育課長 全て新品です。 

 

寺岡教育長 その他はよろしいでしょうか。では、他に質疑等もないようでございます

ので、以上で質疑を打ち切りたいと思います。 

 

 

 

◎ その他（１） 

 

寺岡教育長 次にその他（1）別府市役所事務分掌条例の一部を改正する条例等の施行

期日を決める規則の制定についての説明をお願いいたします。 

 

次長兼教育政策課長 60ページをお開きください。別府市役所事務分掌条例の一部を改正する条

例等の施行規則を定める規則につきましては、これも繰り返しになります

が、昨年４月に機構改革に合わせてそちらに記載しております（１）から

（４）の条例を改正する予定でありましたが、機構改革が延期になったこ

とから、施行期日というのがきちんと定められておりませんでした。この

たび令和３年４月 1日に機構改革を実施するということで、これら４つの

条例を４月１日から施行するということを定めるものでございます。以上

でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま教育政策課長より報告がございました。これより質疑を行いま

す。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは特に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

 

 

◎ その他（２） 

 

寺岡教育長 次にその他（2）「別府市教育行政アクションプラン」作成にあたってです。

この件につきましての説明をお願いいたします。 

 

教育政策課参事 「別府市教育行政アクションプラン」の作成については、１月の定例教育

委員会で少しお話をさせていただいたのですが、資料と共に再度説明させ

ていただきたいと思います。 

61 ページの上の表をご覧ください。今までは平成 28 年から令和２年まで

の５年間の教育大綱ということでした。その教育大綱を具現化する計画と

して、単年度ごとの教育行政基本方針というものを立てておりましたが、

令和３年度から令和６年度までの４年間の教育大綱が策定されましたの

で、それに合わせて、今まで単年度で計画されておりました教育行政基本
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方針を、教育行政アクションプランと名称を変えて、４年間の計画として

いくものであります。この教育行政アクションプランと知見活用委員会等

を上手く活用しながらＰＤＣＡサイクルを確立し、実効性あるものとして

おります。ＰＤＣＡサイクルを確立するということで、今回、Ｐ（PLAN）

のところで目標を設定するということで、今年度につきましては、１月に

もご説明いたしましたが、６月までに策定を考えております。現在各課で

施策についてどういうものをしていくかという大きなものについて考え

ているところになります。次のＤ（Do）、プランを実行するということに

つきましては、来年度は６月から始まりますが、再来年度の令和４年に関

しては４月から２月までプランを実行するということになります。そして、

Ｃ（CHECK）、取組の評価ですが、３月にこれを行っていきたいと考えてお

ります。そして、Ａ（ACTION）プランの改善ですが、評価を受けて３月中

に改善をして、４月からの実行に向けて行っていくものになります。 

今年度の取組の内容については、少し遅れてはいるのですが、５月末まで

のアクションプランの作成に向けて各課での取組を進めております。４月

と５月の定例教育委員会で、教育委員の皆様にもご意見をいただきながら

策定を進めていきたいと考えております。また、同じく事務管理評価シー

トのほうも、３月いっぱいかけまして作成していくことになります。今年

度の取組の反省等をしっかり活かして、知見活用委員会でご指摘いただい

たことを基に現在作成しているところです。この計画が上手くいきますと、

今まで知見活用委員会でご意見いただいたことが、翌々年度の実施計画に

反映されていませんでしたけれども、この次からは令和２年度の反省を基

に、令和４年度の実行計画を予算面も含めてしっかり考えていけるという

ことになります。 

続いて、62ページをご覧ください。別府市の教育から幼・小・中学校の教

育目標や経営方針の作成というところまでの流れを図にしたものです。大

きな計画としては、第４次別府市総合計画というものがございます。それ

と、まち・ひと・しごと創生第２期別府市総合戦略というものがございま

す。それらの整合性を図りながら、今回第２期教育大綱が策定されました。

教育委員会としては、それを受けまして先程お伝えしたアクションプラン

を策定していくことになります。今回のものは基本方針と実施計画を一体

化するものでありまして、当初予算や事業の実施等に繋げていきながら、

ＰＤＣＡを回しながら毎年細かな修正を加えて、４年後の子どもたちや市

民の姿を見通した政策を進めていくものになります。先日行われました校

長・所長会議でも、こういうことを意識しながら、園や小・中学校の実情

に合わせながら教育目標や経営方針の策定をお願いしたところでござい

ます。以上で説明を終わります。 

 

寺岡教育長 ただいま教育政策課参事より報告がございました。これより質疑を行いま

す。教育委員の皆様、何かございますでしょうか。 

 

山 本 委 員 ４年に１回アクションプランを立てますが、毎年実施計画の見直しはやる

と。そして、今も外部評価は入っていますけど、今後も外部評価を毎年受

けるということなのですか。 

 

教育政策課参事 今山本委員がおっしゃったように、毎年きちんとＰＤＣＡを回しながら、
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内部評価及び外部評価を受けながら見直しを行っていくということはし

ていきたいと考えております。 

 

山 本 委 員 毎年見る部分がどのように異なってくるかですが、今までみたいに細かく

やらないというか、毎年作っていた目標は作らないで、外部評価に関して

修正を行うだけになるという意味合いですか。 

 

次長兼教育政策課長 今回一番改正したかったのが、今まで知見活用委員会から意見をいただい

ても、要するにチェックを経てもアクションにまでちゃんと繋げていけな

かった。それが市の実施計画の時期や当初予算の時期に間に合っていなか

った。要するに予算に反映されていなかったということで、それを一番最

初に改善すべきということで、今回こういったスケジュールなどの組み直

しをしました。それからアクションプランにつきましては、内容というか

施策、事務事業の段階というのはこれまでの基本方針とそうは変わらない

んです。ただ、やはり知見活用委員会の意見を受けて、その年その年で見

直しをしていかなければなりませんし、今は制度というものが目まぐるし

く変わっておりますし、国からの事務事業とか通知などは相当変わってお

りますので、当然それについては、その都度その都度見直しをしていかな

ければいけないと考えております。 

 

川 崎 委 員  実施計画というのはアクションプランの実施計画ですよね。 

 

教 育 部 長 61ページの一番下の表の令和４年度実施計画というのは、市長部局が作る

実施計画です。ですから、教育委員会のアクションプラン、今まで基本方

針と言っていたものを単年単年作っていたのですが、市の実施計画は３年

サイクルでやっています。教育費の予算は、当然市の財政のほうに予算要

求するわけなんですけども、そこは単年でやっている教育委員会のアクシ

ョンプランと、３年サイクルでやっている市の実施計画は合ってないとい

うところがあるので、ＰＤＣＡを回しても反映できないということで、そ

こを改善しようということです。 

一番大きく変わるのは、これまでは毎年、例えば来年度は学力を 60 点ま

で上げましょうというふうに毎年１年ごとにあげていたのですが、６月に

策定するアクションプランでは、４年後に何点まで引き上げましょうとい

う、ひとつの大きな４年後の姿を設定した上で毎年見直していくというよ

うな形になります。 

 

川 崎 委 員 実施計画は、市長部局のことですね。教育委員会のほうでやることではな

くて、アクションプランが教育委員会ということですね。 

 

教 育 部 長 はい、そうです。 

 

山 本 委 員 毎年ここが目標ですというふうに決めていましたけど、それが今後は４年

後大体このくらいを目標値としてという形で決めていって、毎年それが達

成できそうなのかということを評価していくということでいいでしょう

か。 
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教育政策課参事 今、山本委員が言われたように、４年後の姿をしっかりと見据えて取組を

進めていくということになります。そして、単年度ごとで、そこまで近づ

いていっているかどうかという確認をしながら進めていくことになりま

す。 

 

川 崎 委 員 目標を設定する、のところが令和３年１月から６月となっていますが、４

月からは目標を設定しながら、決まったものから実行していくという意味

合いということですか。 

 

教育政策課参事 来年度に関しては６月までに目標を立てて進めていくということになり

ますので、４月から５月に関しては、この新しいアクションプランの流れ

というのが遅れることになります。４月から２月と書かれているのは再来

年度以降、令和４年度以降が４月から２月というサイクルで回していくと

いうふうに考えています。 

 

教 育 部 長 今回、教育委員の皆様にお詫びしなければいけないのは、単年で作ってい

た基本方針を４年間のアクションプランに移行させるにあたって、本来で

あればこのアクションプランを３月までに作らないといけないのですが、

そこが大変申し訳ございませんが、少し時間をいただきたいということで、

イレギュラーに６月まで時間がかかってしまうことについてはお詫びし

なければいけないと思っております。 

 

川 崎 委 員 では次の年度からは、目標を設定するのは３月まで、となってくるという

ことですね。 

 

教 育 部 長 はい、２年目からはそうです。 

 

寺岡教育長 不変の重要課題である不登校の問題等においても、単年度単年度でなかな

か解決されていない状況がありまして、予算にも反映しにくい状況があり

ました。あるいは、知見活用委員会の評価の中でも毎年同じ指摘をされま

して、大変苦慮しているところでございます。 

 

川 崎 委 員 知見活用委員会というのは、いろいろと議論されるのに日数がかかります

が、早い段階で知見活用委員会にかけて、３月に結論を出していただいて、

次のアクションをするという形でよろしいのですか。作成計画の表では４

月のところに知見活用委員会と書いているだけなのですが、その辺も時間

的にタイトになるような気がするのですが、そこは大丈夫ですか。 

 

次長兼教育政策課長 市長部局の実施計画の提出時期が、大体毎年６月と決まっています。それ

に合わせて知見活用委員会の意見を実施計画に取り入れるとなると、どう

してもこういったスケジュールになってしまうということになりますの

で、タイトではありますが、何とか対応していきたいと考えております。 

 

川 崎 委 員 年度末が大変な感じがしますけど。 

 

教 育 部 長  補足ですが、ご指摘のとおり通常市役所の場合は３月末で事業年度が終わ
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るのですが、出納整理期間が５月までありますので、決算が固まるのが６

月です。当然決算が固まって実績が出てから、７月から知見活用委員会を

始めて９月くらいまでかけて評価をいただくのですが、その時点で既に次

年度以降の実施計画を市長部局が作っていますので反映できないという

ことになりました。それで、事務的にはちょっと大変なのですが、決算が

終わって評価をするのではなくて、ある程度３月の段階で、中間レビュー

と言いますか、決算見込みの段階で評価シートを作って、知見を早めに４

月からスタートさせることによって、市の実施計画に知見活用委員会で指

摘を受けたものについて反映させていけるようにしようということなの

で、確かにサイクル的にはぐっと前にしますので事務的に大変という部分

は若干あるのは事実ではありますが、そうしないとなかなか教育委員会だ

けでＰＤＣＡ回しても、市のほうのＰＤＣＡに合ってないというところの

改善ができないということです。 

 

川 崎 委 員 やはり市の業務というのが年度末に重なって、その時期にマンパワーが必

要になり、年間を通して業務の平準化をしないといけないんじゃないかと

思うんですね。こういったものを全部年度で区切っているからそういうと

ころが厳しくなってくると思います。教育委員会だけじゃなくて市役所全

体の業務を少し平準化するような、年度末に集中しないようなやり方とい

うのは、さっきの教員の働き方改革もそうですけど、業務の働き方改革よ

りも必要なことじゃないかなというふうに、そこの検討が必要じゃないか

なと思いました。 

 

教 育 部 長  最近はあまり言われなくなりましたが、一時期は、自治体の単年度主義そ

のものを変えるべきじゃないか、企業会計方式に変えるべきじゃないかと

いう議論がありました。複数年でやっていくようにしないと、単年単年で

やっていく自治体の決算というのは、非常にひずみがあるというふうには

思っています。例外で、債務負担行為により複数年で事業支出をしていま

すので、最近ちょっと聞かれなくなりましたが、また今後そういった複数

年の会計方式というのを議論されるかなというふうには思っています。今

の現行制度では極力そういった債務負担行為であるとか継続費の設定で

あるとか、そういった形で年度を越えた事業というのをやっているような

状況です。 

 

寺岡教育長 その他はよろしいでしょうか。それでは、他に質疑等もないようでござい

ますので、以上で質疑を打ち切ります。 

 

 

 

◎ その他（３） 

 

【 概 要 】 ※令和３年３月定例教育委員会の開催日程について、令和３年３月 22 日

（月）17：00より開催することが決まった。 
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◎ 閉会 

 

寺岡教育長 以上を持ちまして、令和３年２月定例教育委員会を閉会いたします。本日

はお疲れさまでした。 

 

 

 

・発言の内容について、単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上 

作成しています。 

 


